
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

浜田河川国道事務所が発注した下記工事について、積算に間違い 

があったことが判明しました。 

 

このため契約の相手方の決定において適正な入札及び契約が確保 

されていないと判断し、受注者に状況説明を行い、契約を解除した 

ことをお知らせします。 

 

今後は再発防止に努めてまいります。 

 

記 

 

・工事名：令和２年度三隅・益田道路岡見口地区改良第２工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「令和２年度三隅・益田道路岡見口地区改良第２工事」 

契約解除について 

【 問い合わせ先】○国土交通省  中国地方整備局 浜田河川国道事務所 
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「令和２年度三隅・益田道路岡見口地区改良第２工事」契約解除について 

 

１． 工事の概要 

本工事は、三隅・益田道路の島根県浜田市三隅町地内における改良工事です。 

 

２． 間違いが判明したときの状況 

契約後、当事務所で積算内容の再確認を行ったところ、積算の一部に間違いがあったことが

判明しました。 

 

３． 間違いの判明時期 

令和２年９月１８日 

 

４． 間違いの内容 

３次元出来形管理・３次元データ納品の費用、外注経費等の費用に関する積算の一部が間

違っていました。 

 

５． 間違いに係る契約関係事項の取り扱い 

工事請負契約書第６２条に基づき、令和２年１０月１日付けで契約の解除を行いました。 

 

６． 今後の対応 

より一層のチェック体制の強化を図り、再発防止に努めてまいります。 

 

７． その他 

契約の相手方には責任がないことから、本発表においては、企業名の公表は行いませんの

で、ご理解をお願いします。 

 

浜⽥河川国道事務所 


